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理事長 板　原　啓　文
（土佐市長）

新年のごあいさつ

平成２３年の年頭にあたり、組合員ならびにご家
族の皆様には謹んで新春のお慶びを申し上げます。
昨年１１月に組合会議員選挙が行なわれ、新しい

議員の皆様が選出されました。向こう２年間、高知
県市町村職員共済組合の定款の変更、予算・決算の
決定など、当共済組合の業務運営の方向を決定する
重要な役割を果たしていくこととなります。
また、１２月３日に行われた役員選挙におきまし

ては、引き続き理事長に選出いただき身の引きしま
る思いで気持ちを新たにし、理事ならびに議員各位
ともども、組合員とご家族の生活の安定と福祉の向
上に、最善の努力を傾注する所存でございますので、
皆様方のご支援とご協力を賜りますよう心からお願
い申し上げます。
さて、共済制度を取り巻く情勢は、医療保険制度

では、現在の後期高齢者医療制度に加入する７５歳
以上の高齢者を平成２５年に国保加入とし、平成３
０年には国保の運営主体を市町村単位から都道府県
単位に変更するという、新たな高齢者医療制度の導
入・実施に向けた議論が開始されております。
また、年金制度改革については、「年金一元化」

「最低保障」「負担と給付の明確化」「持続可能な制
度の確立」など、新たな年金制度の基本７原則に沿
って国民的な議論の下に制度設計を行うこととな
り、今後日本の社会保障制度が大きく変わる転換期
を迎えています。
こうした中、私ども共済組合といたしましては、

これらの動向を注視しつつ、地方公務員制度の一環
としての共済制度の意義・役割を踏まえた議論が十
分になされるよう、全国市町村職員共済組合連合会
をはじめ関係団体等と連携した対応を進めてまいり
ます。
本組合の事業状況は、近年の市町村合併、団塊世

代の退職等により組合員数が減少傾向にあり、さら
に給料等の伸びも鈍化しており、これに伴い年金制
度である長期給付、医療保険制度である短期給付そ
して健康増進に関わる保健事業など、各事業におけ
る負担金・掛金収入は減少傾向となっています。特
に短期経理においては高齢者医療制度への支援金等
の増加のため、平成２２年度において財源率引上げ
を余儀なくされ、平成２３年度におきましても、財
政状況は厳しいところであり、組合員の皆様のご理
解とご協力をお願いし、一定の引き上げが必要な状
況となっています。
一方、医療費が増大している状況の中、人間ドッ

ク利用助成・成人病検診・インフルエンザ予防接種
助成、各種健康増進セミナーの実施等により、早期

発見早期治療等の発症抑制に向けた取り組みを行
い、検診事業の受診率も高い状況となっています。
今後におきましても、医療費増高対策の更なる事業
拡充に努めてまいる所存です。
長期給付事業につきましては、全国市町村職員共

済組合連合会で一元的に決定・支払事務が行われて
おりますが、各県の共済組合ではこれらの事務を協
同して行っており概ね順調に推移しているところで
す。本組合も事業の円滑かつ効率的な運営を図りつ
つ、組合員ならびに年金受給者の皆様にとって身近
で丁寧な相談や情報提供など、サービス向上に努め
てまいります。
当組合の宿泊施設である「高知共済会館」につき

ましては、昭和５９年のオープン以来２５年を経過
し、運営状況は平成４年をピークに年々厳しい状況
になっておりました。そうした中、一昨年に当組合
の理事で構成する「会館運営審議会」を設置し、今
後の会館運営のあり方について閉館も含めて審議を
重ね、本組合の組合会を構成する市町村長及び職員
側議員の皆様のご了承をいただき、民間会社とのア
ドバイザー契約を締結し、支配人等の人的な派遣を
お願いして、会館経営の改革を進めてまいりました。
そして一部の修繕・改装等を実施し昨年４月に「高
知共済会館　コミュニティスクエア」としてリニュ
ーアルオープンいたしたところでございます。
また、この改革にあわせた新たな事業として、会

館を利用される県内外の組合員等のお客様に対し
て、県内市町村の物産やイベント、観光情報等を一
元的に発信･提供できる機能を備えるスペースを１
階に設置いたしました。
その結果といたしまして、昨年は客室稼働率の大

幅な向上をはじめ会館収入も順調な伸びを見ること
となっております。ただし、経営改善に向けた取り
組みも緒に就いたばかりであり、本年につきまして
も一層の営業活動の強化やサービスの向上と併せて
経営改善に努め、組合員ならびにご家族の皆様だけ
でなく、県内の構成自治体にとって魅力があり、よ
り快適にご利用いただける会館となるよう、職員一
丸となって取り組む所存でございます。
以上のように共済組合制度をとりまく状況は大き

く変化しておりますが、共済組合制度の一層の充実
が図られるよう役職員一同、新たな気持ちで取り組
んでまいる所存でございますので、皆様のより一層
のご支援ご協力をお願い申し上げます。
年頭に当たり、皆様のますますのご健勝とご多幸

を心からお祈り申し上げまして、ごあいさつとさせ
ていただきます。
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（議席番号順に掲載） ①趣味　　②抱負

高瀬　満伸 議員 明坂　　浩 監事 久川　　陽 議員

（四万十町長） （高知市） （安芸市）
① ジ ョ ギ ン
グ、読書
②新しく組合
会議員を務め
ることとなり
ましたが、健
全な運営を図
り、組合員の
福祉の向上に

向けて頑張ります。

① ツ ー リ ン
グ、ガーデニ
ング、ランニ
ング
②組合員の減
少で共済組合
運営も大変厳
しい状況です
が、将来を見

据えた議論を行っていきます。

①スノーボー
ド
②引き続き組
合会議員にな
りました。職
員側の代表と
して、精一杯
頑張りますの
でよろしくお

願いいたします。

大石　弘秋 議員 水田　正孝 理事 中川　達生 理事

杉本　嘉宏 理事 二宮　英雄 議員 中西　清二 議員

中西　　司 議員 山本　正志 理事 筒井　敬二 議員

① ア ウ ト ド
ア、ツーリン
グ
②新しく議員
に な り ま し
た。他の方々
に色々と教え
ていただきな
がら頑張りた
いと思います。

①スポーツ、読
書
②共済組合は、
市町村の組合
員にとって非常
に重要な福利
厚生事業を担
っています。職
員側の代表と

して事業の拡充に向け頑張ります。

①最近はバイ
クでしょうか
…
②昨日の自分
の不十分さを
今日の自分が
克服する。そ
の決意で共済
発展のために
頑張ります。

①ゴルフ
②共済制度は
市町村で働く
職員の福利厚
生面で非常に
重要な制度で
す。より身近
で有意義な共
済組合づくり

に努力してまいります。

①旅行（特に
列車の旅）
②皆さんの協
力 も 得 な が
ら、役に立て
るよう頑張り
ます。

①水泳
②「やる気で
知恵出し一工
夫」をモット
ーに、人材育
成と市民との
協働を基本に
して、共済制
度の充実に努
めます。

①スポーツ観
賞
②共済組合制
度の円滑な運
営に向け頑張
ってまいりま
すので、よろ
しくお願いし
ます。

①旅行、釣り、
スキー
②共済組合を
取り巻く状況
は大変厳しい
ですが、組合
員の福祉の向
上をめざし全
力で取り組み
ます。

①パワーリフ
ティング、旅
行
②今後、共済
組合は組合員
の減少に伴い
厳しい状況に
なってきます
が、皆様と知

恵を出しながら頑張っていきます。

（仁淀川町長） （いの町） （土佐市）

（三原村長） （四万十市） （宿毛市長）

（須崎市） （香南市） （土佐町）
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潮
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事

務

局

長

中
山
　
昭
彦

外
職
員
一
同
　

橋詰　壽人 理事 早川　浩由 議員 門脇　槇夫 議員

今西　芳彦 監事 岡� 誠也 議員 小松　幹侍 議員

金子　　伸 議員

①登山
②組合員等の
福祉向上を図
るため、円滑
な組合運営に
努めてまいり
ます。

①絵画、カラ
オケ
②私の好きな
言葉の一つに
「絆」があり
ます。皆様と
の絆を大切に
頑張っていき
たいと存じま
す。

①読書、映画
観賞
② 公 務 員 の
方々の福祉の
向上と能率的
運営に微力な
がら頑張って
まいりますの
で、よろしく

お願いいたします。

①歴史小説、
狩猟、山登り
②今まで以上
に組合員にと
って身近な共
済組合になれ
るよう頑張り
たいと思いま
す。

①読書、釣り
②「全力で走
る者には、不
安は追いつけ
ない」をモッ
トーに一生懸
命 頑 張 り ま
す。よろしく
お 願 い し ま
す。

①狩猟
②微力ではあ
りますが職責
を果たしてま
いりたいと思
いますので、
ご指導よろし
くお願いいた
します。

（南国市長） （高知市水道局） （香美市長）

（本山町長） （高知市長） （室戸市長）

①ゴルフ
②組合会議員
に選出されま
したが解らな
いことばかり
で、ご指導を
いただきなが
ら組合運営の
拡充に向け努

めてまいります。

（黒潮町）
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退職後の医療保険制度
組合員のみなさまが退職されると、退職した日の翌日から被扶養者も含め何らかの医療保険制度に

加入する必要があります。
再就職される方は、その再就職先が医療保険制度の適用事業所であり、かつ、加入要件（※勤務形

態等）を満たしている場合は、その医療保険制度に加入することとなりますが、それ以外の方につい
ては、加入する医療保険制度を検討のうえ選択していだくことになります。
加入することができる医療保険制度として、
①　当組合の「任意継続組合員制度」

②　国民健康保険

③　家族の医療保険制度（被扶養者として加入）

などがあります。このうち、当組合の「任意継続組合員制度」は、病気やケガなどをしたときに、在
職中とほぼ同様の給付を受けることができる制度で、概要については以下のとおりとなっています。

（加 入 要 件） 退職日の前日まで引続き１年以上組合員であった者。
（加 入 期 間） 退職後２年間。（途中で資格喪失もできます。）
（加入手続期間） 退職日から起算して２０日以内。
（加入手続方法） 「任意継続資格取得申出書」を所属所の共済事務担当者を経由して提出して

ください。（現職時の組合員証・被扶養者証・高齢受給者証も一緒に返却して
ください。）

（給　　　　付） 在職中と同様に短期給付事業を受けられます。

＜掛金について＞ …　平成23年度の掛金率は未定
掛金には医療費等に係る短期掛金と介護保険制度に係る介護掛金があります。
・短期掛金＝標準給料月額×109.9625／1000（平成２２年度率）
・介護掛金＝標準給料月額×10.8／1000（平成２２年度率）
（介護掛金は、４０歳以上６５歳未満の方が該当です）

＊標準給料月額とは、①と②のいずれか低い額です。

①　退職月の初日における掛金の標準となった給料月額
（組合員期間が１５年以上であり、退職時の年齢が５５歳以上で初めての退職である者は、給料月
額の８割の額）
②　平成２２年１月１日における全組合員の平均給料月額
（平成２２年度３２１，０００円）

＊平成２２年度短期・介護掛金月額の上限額

短期掛金＝35,297円
介護掛金＝3,466円
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被被被被扶扶扶扶養養養養者者者者資資資資格格格格調調調調査査査査かかかからららら
昨年夏に実施いたしました被扶養者資格調査につきましては、ご協力いただきましてありがとう

ございました。調査の結果、被扶養者資格の取消となった方が多く見受けられましたが、今回は主な
事例について掲載いたします。

被扶養者の収入基準額は年額130万円となっています。月額では108,334円未満となり、3カ月連続
して108,334円超えたとき（4カ月のうち3カ月が超えたときに4カ月を平均して108,334円を超えたとき
も）超えた最初の月に遡及して取消になります。
【事例】

年間収入は119万円で年額基準額未満ですが、6月～8月の給与月額が3カ月連続して108,334円以上
となるため、超えた最初の月である6月1日に扶養取消となります。

収入基準額は、すべての収入を合算して年額180万円（月額15万円）未満となります。年金以外に
給与収入がある場合には、年金月額（年金額÷12月）に給与等収入を加算し、3カ月連続して15万円
を超えたとき（4カ月のうち3カ月が超えたときに4カ月を平均して15万円を超えたときも）扶養取消
となります。

自営業や農業などの収入のある方については、確定申告の際の「収支内訳書」に基づき必要経費と
して認めることができるかどうか判定しています。
【認められる必要経費】
○一般用
・売上原価・給料賃金・地代家賃・水道光熱費・修繕費・消耗品費
○農業用
・ 雇人費・小作料・賃借料・種苗費・素畜費・肥料費・飼料費・農具費・農薬衛生費・諸材料
費・修繕費・動力光熱費・土地改良費

扶養取消が遡って取消になった場合、その間に医療機関で受診した医療費等は返還していただくこ
とになります。
組合員のみなさまは常に被扶養者の就労・収入の状態につきまして気を配っていただき、取消要件

に該当した場合は、早めに手続きをお願いいたします。

ご留意いただきたいこと

事業収入がある場合

60歳以上の公的年金受給者や障害年金受給者に給与等収入がある場合

給与収入がある場合

4月
８万円 ９万円 １１万

円
１１万
円

１２万
円

１０万
円

９万円 １０万
円

１１万
円

９万円 １０万
円

９万円
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
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平成21年度分
特定健診・特定保健指導実施報告について

平成22年11月12日に平成21年度の特定健診・特定保健指導の国への報告が完了しました。
当組合の受診状況等は以下のとおりとなっていますので、ご参照ください。

１　特定健診報告結果

２　特定保健指導結果

特定健診対象者の受診率は、男性77.6%、女性73.3%、全体で75.3%となり、前年度と比較し
て、男性8.1%、女性13.5%、全体で11.0%の伸びとなっています。平成24年度末の達成目標で
ある受診率80%に向けて順調な増加傾向を示していますが、組合員・被扶養者別の受診率は、
それぞれ87.6％、48.8％となっており、被扶養者の受診率が低迷している状況となっていま
す。
当組合としては、より受診しやすい環境を整備することにより、今後は被扶養者のみなさ
まにも気軽に受診していただくことで受診率向上を図る予定です。
また、組合員のみなさまも、ご自身の健康管理のために、年1回の健康診断として、短期
人間ドックまたは事業所健診等をより一層ご利用いただきますようお願いします。

報 告 項 目 男性 女性 合計
健 診 対 象 者 数
健 診 受 診 者 数

3,880 
3,011 

4,552 
3,335 

8,432 
6,346 

※　この数値は、被保険者（組合員＋被扶
養者）数より算出しています。
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特定保健指導の指導終了率は16.2%となっており、前年度15.9%に対しわずか0.3％の伸びに
留まっています。これは、当組合の特定保健指導の実施体制が完全ではないことに加え、前
年指導対象となった方が、2年続けて指導対象となった場合に保健指導を受けない傾向が見
られることが原因と考えられます。
当組合としては、特定保健指導を受診しやすい環境を今後さらに整備し、また、複数回指
導対象となった方への受診勧奨を行うことにより受診率向上を図る予定です。

報　告　項　目 男性 女性 合計
積 極 的 支 援 対 象 者 数
積 極 的 支 援 終 了 者 数
動機付け支援対象者数
動機付け支援終了者数

621 
74 
283 
62 

98 
7 

185 
49 

719 
81 
468 
111 

※　この数値は、被保険者
（組合員＋被扶養者）数より
算出しています。

本組合では平成23年度も特定健診及び特定保健指導を実施します。
組合員・被扶養者の特定健診受診方法は以下のとおりです。
特定保健指導については、現行では、一部の人間ドック受診者および高知市在住の被扶養者に係る

特定健診受診者のみヘの対応となっています。その他の該当者については、体制が整い次第、ご案内
させていただきます。

【特定健康診査の受診方法】
１　組合員
①　短期人間ドック利用助成事業（当組合実施の保健事業）
当組合が3月（新規採用者等は、4月）に一斉募集を行う予定ですので、その際に受診申込みを
してください。
②　組合員が所属している所属所にて実施される事業所健診

実施時期等については、お勤めの所属所の担当者にご確認ください。
※　①または②を受診することで、特定健診を受診したことになりますので積極的な受診をお願い
します。

２　被扶養者
①　短期人間ドック利用助成事業（当組合実施の保健事業）

対象は被扶養配偶者のみです。当組合が3月（新規採用者等は、4月）に一斉募集を行う予定で
すので、その際に受診申込みをしてください。
②　成人病精密検査（当組合実施の保健事業）
上記１の②の事業所健診の日程を利用し、同日同場所にて受診を希望する被扶養を対象に健診
を実施（一部の所属所は除きます。）します。健診実施時期の約１ヶ月前に、当組合より対象被
扶養者に案内文書を送付します。
実施時期等については、事業所健診を実施する所属所の担当者にご確認ください。

③　特定健康診査（高知市在住者のみ）
高知市在住の被扶者の方を対象に、９月から１１月の間に健診を実施しています。７月中旬頃
に対象被扶養者に案内文書を送付します。
④　特定健康診査（市町村が実施する住民対象の健診）
在住の市町村が住民を対象に特定健診を実施していますので、健診日程・場所等について市町
村役場に確認の上、受診予約をしてください。なお、その際に必要な特定健診受診券は当組合よ
り発行しますので、当組合へ申請を行ってください。申請用紙がない場合は、各所属所の共済担
当者または共済組合にお申し出ください。
※　①から④のいずれかを受診することで、40歳から74歳の方は特定健診を受診したこととなりま
す。なお、①から④の健診を重複して受診することはできません。
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父母ともに育児休業を取得した場合の育児休業手当金
の支給基準が変更になりました。
○父親の育児休業が取得しやすくなりました。

育児休業手当金が支給される対象となる期間は、従来、育児休業に係る子が１歳に達する日までで

したが、平成２２年６月３０日からは、一定の要件（※）を満たせば、育児休業手当金の支給期間

が、子が１歳に達する日までから、子が１歳２か月に達する日までに延長されました。また、従来、

子１人につき育児休業は特別な事情がない限り１回しか取得できませんでしたが、配偶者の出産後

８週間以内に組合員が育児休業を取得し、かつ終了している場合、その組合員は、特別な事情がな

くても再度、育児休業を取得することができるようになり、その期間も育児休業手当金の支給対象

期間として算定されるようになりました。（再度の休業期間をあわせて１年を超えない範囲）

※１歳から１歳２か月まで支給される要件 本人（組合員）が父親の場合　

・配偶者が子の１歳到達前に育児休業を取得していること

・本人の育児休業開始予定日が、子の１歳到達日の翌日以前であること

・本人の育児休業開始予定日が、母親がしている育児休業期間の初日以後であること

育児休業手当金の支給の対象となる取得例

出生� 8週間� 1歳� 1歳2ヶ月�

①� 母　産休母　産休� 母　育児休業母　育児休業�

父　育児休業父　育児休業�

母　産休母　産休�

父　育児休業父　育児休業�

母　育児休業母　育児休業�

父　父　2度目育児休業度目育児休業�

母　産休� 母　育児休業�

父　育児休業�

出生� 8週間� 1歳� 1歳2ヶ月�

②� 母　産休�

父　育児休業�

母　育児休業�

父　2度目育児休業�
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○本人の育児休業手当金支給期間の上限は１年間となります。

○配偶者の場合は、１年間から出産日と産後休暇期間を除いた期間が育児休業手当金支給期間の上限

となります。

○当制度を利用する際は、配偶者が当該育児休業に係る子の１歳に達する日以前のいずれかの日にお

いて、育児休業をしていることを証明する証拠書類を提出してください。

（住民票の写し等配偶者であることの確認できる書類及び育児休業取扱通知書など）

当組合の「宿泊施設利用助成券」を使用できる指定宿泊施設が、下記のとおり変更となりましたの

でお知らせします。

記

○　シーサイドパレス萩

〒758－0011 山口県萩市椿東字北川６０３０－１３

TEL 083－826－6141 FAX 083－826-6365

※平成23年1月末日をもって閉館

○　つるみ荘

〒874－0909 大分県別府市田の湯町１３－１３

TEL 0977－21－0101 FAX 0977－25－2637

※平成23年1月末日をもって閉館

共済組合指定宿泊施設の
変更について
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－片頭痛の予防について－ 高知検診クリニック
脳ドックセンター長 朴　　啓　彰

頭痛については、今まで5回シリーズで取り上げて来ましたが、今回のテーマである「片頭痛の予
防」を以てしばらく小休止と致します。
片頭痛は、一般に遺伝的傾向の強い疾患であり（女性に多いので、母親と娘の頭痛持ちが有名です）、
主に10歳代後半から60歳前後まで続く一生の疾患であります。片頭痛のメカニズムはある程度は解明
されていて、種々の神経ペプチドを介した三叉神経血管説が有力ですが、セロトニン受容体に作用す
るトリプタン製剤（日本では、イミグラン、ゾーミック、レルパックス、マクサルト、アーテンの5
薬剤が保険適用である）が劇的に奏功します。トリプタン服用後2時間以内で、片頭痛の90%が消失な
いし軽減すると報告されていますから、トリプタンは片頭痛治療の特効薬とも評価されています。こ
のトリプタン製剤の登場とともに、日本頭痛学会が発足し、全国で約800名の頭痛専門医（日本頭痛
学会のHP参照：http://www.jhsnet.org/gakkai_senmoni_06.html）が診療活動しています。片頭痛に
悩んでいる方は、日本全国で約1000万人いると考えられていますから、まだまだ専門医の数は足らな
いのが現状です（高知県では、実質的には2名の頭痛専門医しか活動していません）。片頭痛は遺伝的
傾向の強い疾患でありますから、ある意味根治的治療が不能であると言えます。頭痛発作をトリプタ
ン製剤で押さえられるとしても完全ではありませんから、私の頭痛外来では、適切なトリプタン製剤
の投薬治療と同時に、頭痛発作の誘因を避ける生活指導をしています。片頭痛患者に頭痛日記を渡し
て、自分で頭痛の起こるパターンや条件をレコーディングしてもらい、片頭痛の誘発因子を認識し、
かつ回避するように生活スタイルを見直すことをお薦めしています。例えば、運動、炎天下、高温時、
天候・気候の変わり目などには発汗などのために血管拡張を呈し、頭痛が誘発されやすいですし、雑
踏、会議室など低酸素状態でも脳血管が酸素摂取のため拡張するので頭痛発作が興しやすいので、炎
天下の外出、激しい運動、雑踏、急激な温度差の回避はもとより、炎天下でのサングラス使用や雑踏
での深呼吸、夏期には就寝時の水枕や起床前のクーラー作動、室内での換気に心がけるように生活指
導します。睡眠不足や寝過ぎも頭痛を誘発するので、規則正しい睡眠習慣が大切であります。また、
酒類、発酵食品、チョコレート、油脂なども人によっては頭痛発作の誘発なることがあります。ただ、
諸事情のために簡単には誘発因子を避けることができないことなどもあり、そのような場合には次の
予防薬の服用が有効です。

予防薬について
１）まず、どのような状態の場合に予防薬の適応となるのか？

1. 片頭痛発作の頻度が高く、トリプタンだけでは十分に治療ができない場合
2. 月２回以上の生活に支障のきたす頭痛発作がある場合
3. トリプタンが禁忌や副作用のため使用ができない場合
4. トリプタンが無効の場合
5. トリプタンの乱用が見られる場合
6. 医療経済を考慮して予防療法を行ったほうが安価な場合

ちょっと 頭 の 痛い話しですが、、、（その6）�ちょっと 頭 の 痛い話しですが、、、（その6）�
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２）次に、実際どのような薬を使ったらよいのか？

日本で長年保険適応として認められている薬剤が、カルシウム拮抗薬である塩酸ロメリジン（ミグ
シス）です。その他に世界的に用いられ、治療効果のエビデンスが証明されている薬として、βブロ
ッカーであるプロプラノロールと抗うつ薬であるアミトリプチリンと抗てんかん薬であるバルプロ酸
ナトリウム等があります。これらは日本では片頭痛に対して保険適応がありません。
ミグシスは日本で開発され、１日10Êを経口投与すると、8週後には約7割の片頭痛患者で頭痛の頻
度が減り、重症度が軽くなることが報告されています。中には、服用し出して数日で頭重感が軽減す
る患者がいます（片頭痛発作以外にも、頭が重く不快感を訴える場合がありますが、この頭重感が予
防薬服用で消失するのです）。この薬は、カルシウムイオンが細胞の中に入り込むことによって生じ
る血管の平滑筋の収縮を抑制する作用があります。また、片頭痛のときに起こる三叉神経の周りの炎
症を抑え、血管の浸透性を改善し、血小板の凝集を抑制する作用や、片頭痛の前兆のときにキラキラ
光る視覚の異常、閃輝暗点を抑える作用もあるといわれています。
プロプラノロールはとくに高血圧のある片頭痛の患者には有効で、１日30Êから90Ê経口投与しま
す。今までの報告では、有効率は50％程度です。はっきりした作用機序は不明ですが、血管が開くの
を抑制する働きやエピネフリンによる血小板凝集を抑制する作用などがあります。
うつ傾向がある場合や、緊張型頭痛を合併するような片頭痛に対しては抗うつ薬のアミトリプチリ

ンが適応になります。１日寝る前に10Ê錠を１～２錠服用し、効果に応じて75Ê／日まで増量可能で
す。最近、新しい抗うつ薬で副作用の少ないあるSSRIが50歳以降の片頭痛患者に対し有効といわれ、
現在その効果が確かめられているところです。
最近、とくに注目されている予防薬は高血圧の治療に用いるACE阻害薬やアンジオテンシンⅡ受容

体拮抗薬です。また、抗てんかん薬であるパルブロン酸ナトリウムは、昨年12月に予防薬として保険
適用となり、別の抗てんかん薬であるトピラメートは、海外ではその効果が証明されており、現在日
本でその有効性を調べる臨床試験が始まりました。片頭痛の予防のサプリメントとしてはビタミンＢ2
とマグネシウムがあります。
３）では、これらの予防薬をどのくらいの期間を目安に服用すればよいか？

通常は少なくとも２カ月は連日服用し、とくに副作用もなく問題がなければ３～６カ月その薬を継
続し、徐々に減らして最後は中止します。片頭痛が再度頻回に起こるような場合や、年末や年度末な
ど仕事が忙しくなり、ストレスの負荷や不規則な睡眠時間などが予測される場合には、予防薬を再開
します。

片頭痛治療には根治治療はありませんが、誘因を避ける生活指導や予防薬治療などの片頭痛予防療
法がありますので、ぜひ頭痛専門医にご相談ください。
次年度からは、「脳とタバコの関係」について述べたいと思います。

by Lina

頭痛専門外来：　久病院、毎週火曜日　17時から19時まで

住所：高知市桜井町１－２－３５　（さえんば商店街北詰め） 電話：　０８８－８８３－６２６４
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年金係からのお知らせ

退職共済年金の請求手続きについて�退職共済年金の請求手続きについて�
在職中に60歳に到達する組合員における退職共済年金請求については、事前に請求書を所属所の共

済担当者を通じて送付しておりますが、本年度末にご退職される方（普通退職を含む）について、請

求書の様式及び送付時期を下記のとおりとさせていただきますのでお知らせします。

①（4月2日から1月1日生まれの方）

「退職共済年金退職改定請求書」を2月上旬に送付します。

なお、その時点で在職決定（60歳到達による年金の決定）がされていない方については、「退

職共済年金決定・退職改定請求書」を2月上旬に送付します。

②（1月2日から4月1日生まれの方）

「退職共済年金決定・退職改定請求書」を2月上旬に送付します。

③（退職後に60歳に到達される方）

「退職共済年金決定請求書」を本人確認のうえ、60歳到達月の前々月にご自宅へ送付します。

なお、請求書等を共済担当者に提出される際、所属所の受付日が①、②に該当の方については、退

職日以降、③に該当の方については、受給権発生日（60歳の誕生日の前日）以降となるようご注意く

ださい。また、記入例、記入上の注意点、及び添付書類一覧をご確認のうえ、不備書類のないようお

願いします。特に「年金加入期間確認通知書」については、他の公的年金制度（国民年金、厚生年金

等）の加入期間を有する場合には必ず提出が必要となりますので、最寄の年金事務所にて手続きして

いただきますようよろしくお願いします。

※退職が60歳到達年度の年度末以降になる方については、「退職共済年金退職改定請求書」は破棄し

ていただき、実際に退職される際にあらためて請求を行っていただきますようお願いします。

※60歳到達年度の途中で退職された方については、退職共済年金の請求に係る事前送付の対象となら

ない場合がありますので、ご注意ください。
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☆利率は半年複利の１．３５％。定期貯金の１．３％より有利です。※注（１）

☆積立方法は次の３種類。
①定時積立…毎月の給料から天引きされる積立です。
②ボーナス積立…ボーナス（６月・１２月）から天引きされる積立です。
※①と②は併用でもご利用いただけます。
③臨時積立…いつでも追加で預け入れできる便利な積立です。

☆払戻しは月２回。※注（2）手続きは所属所を通じて払戻請求書を提出していただく

だけ。送金日に共済組合に登録されている個人口座に直接送金されますので簡

単・安心です。
※平成23年の払戻請求書の締切日と送金日は下表のとおりとなります。※注（３）

※注（１）利率は平成２３年１月現在のものです。
（２）同月内での送金はどちらか１回のみとなります。
（３）締切日は当日必着完備（ＦＡＸ不可）の取扱となります。不備による再提出

が締切日を過ぎますと次回分に繰り下げとなりますので、お急ぎの場合などは
早めの提出をお願いします。

是非この機会に簡単・便利・安心で有利な積立貯金をご利用ください!!
平 成 23 年 積 立 貯 金 一 部 払 戻 予 定 表

貯�貯�金�金�
係�係�か�か�ら�ら�ご�ご�案�案�内�内�

～ 積立貯金ご存知ですか？ ～�

1 月

2 月

3 月

4 月

5 月

6 月

7 月

8 月

9 月

10 月

11 月

12 月

①
②
①
②
①
②
①
②
①
②
①
②
①
②
①
②
①
②
①
②
①
②
①
②

締切日
6  日
20  日
4  日
17  日
4  日
18  日
5  日
19  日
6  日
20  日
6  日
20  日
6  日
20  日
5  日
19  日
6  日
20  日
5  日
20  日
4  日
18  日
5  日
19  日

送金日
17  日
28  日
15  日
25  日
15  日
30  日
15  日
27  日
16  日
30  日
15  日
29  日
15  日
28  日
15  日
30  日
15  日
29  日
14  日
28  日
15  日
29  日
14  日
27  日
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平成23年貸付金・自動車購買立替金の振込日のお知らせ

月
第 1 回 第 2 回 第 3 回

決定通知送付

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 4 日

1 4

1 5

1 2

1 3

1 3

1 2

1 5

1 3

1 3

1 5

1 3

1 8 日

1 7

1 8

1 8

1 9

1 7

1 9

1 9

1 6

1 8

1 8

1 6

1 9 日

1 7

1 8

1 8

1 8

1 7

1 9

1 9

1 6

1 9

1 8

1 9

2 4 日

2 2

2 4

2 2

2 4

2 3

2 2

2 5

2 2

2 4

2 4

2 2

2 5 日

2 2

2 5

2 2

2 4

2 4

2 5

2 5

2 6

2 5

2 4

2 1

2 8 日

2 5

3 0

2 7

3 0

2 9

2 8

3 0

2 9

2 8

2 9

2 7

振　込　日 決定通知送付 振　込　日 決定通知送付 振　込　日

＊第1回、第2回貸付振込は普通貸付、入学貸付、修学貸付のみです。
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☆平成21年6月1日以降の立替分より連帯保証人が必要です。（連帯保証人は組合員期間1年以上の方）�

＊利率は変動利率で�
　平成23年1月現在�
　のものです。�

（現在自動車購買立替制度をご利用�
　いただいている方は対象外となり�
　ます）�
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